
議 会 運 営 委 員 会 協 議 結 果  

日時：平成２６年２月１８日（火） 

開会：午前１０時００分 

閉会：午前１１時３０分 

場所：議会会議室 

 

≪休憩≫ 

 

１．平成２６年第１回半田市議会定例会について 

（１）会期中の日程について 

平成２６年２月２０（木）～３月２５日（火）  ３４日間 

【久世孝宏委員長】 平成２６年度第１回半田市議会は予定通り２月２０日（木）から３月２５

日（火）の３４日間で開催する。 

会期日程については一般質問議員の人数が５名となったため、日程に余裕

ができ、予算審査の同時開催が解消され個別開催する案に変更となってい

る。この日程でよろしいか。 

了承 

 

（２）各派代表質問について 

通告締切     ２月２０日（木）午後 ３時００分 

ヒアリング期限  ２月２１日（金）午後 ５時００分 

質問順序     ２月 ２８日（ 金 ） 

志民ネット、日本共産党、創政会、公明党、至誠会、真政会 

【久世孝宏委員長】 質問の意思を確認したいが、各会派質問されることでよろしいか。 

了承 

≪休憩・質問順の抽選≫ 

【久世孝宏委員長】 順番は志民ネット、日本共産党、創政会、公明党、至誠会、真政会の順で

質問を行う。午前、午後の区切りは休憩をはさむなど議長の采配に任せる。 

通告期間は、本日の議会運営委員会議案終了後から２月２０（木）午後３

時とする。ヒアリング期限は、２月２１日（金）午後５時とし、日時、場

所は担当部長及び事務局担当者と調整する。 

了承 

 

（３）市政に関する一般質問について 

日  程 午     前 午     後 

３月 ３日（月） ２名（竹内、中川） ３名（久世、山内、小栗） 

【久世孝宏委員長】 一般質問は、３月３日（月）１日とし、質問内容等の修正は、本日午後５

時までに議長へ申し出る。補足映像は、質問前日（今回は２月２８日（金））

の正午までに事務局へ提出する。 

≪休憩≫ 

【久世孝宏委員長】 補足映像の機器は、映像を使用する議員本人が準備することとし、代表質

問でも使用できるものとする。 

了承 

 

（４）付議事件及び委員会付託について 

【久世孝宏委員長】 ２月２７日（木）の本会議後に行う補正予算の委員会審査は３委員会の同

時開催とする。 

了承 



（５）討論の通告締切について 

討論通告締切（補正予算）  ３月 ３日（月） 午後０時３０分 

（当初予算他） ３月２０日（木） 午後０時３０分 

【久世孝宏委員長】 討論通告締切は、補正予算関係は３月３日（月）午後０時３０分、当初予

算関係等は３月２０日（木）午後０時３０分とする。 

了承 

 

（６）議員派遣について 

【久世孝宏委員長】 議員派遣は東海市議会議長会へ副議長を派遣する。 

了承 

 

２．請願について 

請願

番号 
請 願 件 名 請 願 者 付託委員会 

１ 
新聞の軽減税率に関する請願

書 

半田市岩滑西町４－９７－６ 

半田市新聞販売店会 

代表 榊原 貴吉 

総務委員会 

（趣旨説明 

あり） 

【久世孝宏委員長】 請願が１件出ており付託先は総務委員会とする。また趣旨説明の要望があ

るため、その日時については委員長と調整し、３月５日（水）、６日（木）

のどちらかで行うよう予定している。 

了承 

 

３．意見書案について 

【久世孝宏委員長】 ２つの会派から計５件の意見書案が提出されており、提案会派から趣旨説

明をお願いする。 

【松本如美委員】  ４月から政治的、外交的な面において流れが変わっていく内容のものばか

りであり、 

１件目の「４月からの消費税８％への引き上げ中止を求める意見書」は、

２０１２年に国で可決成立された内容だが、国民の間に議論する時間がな

かった。昨今の経済状況の中で、経済の失速が目に見えているばらまきで

あり、消費税引き上げは納得できない。 

２件目の「普天間基地の辺野古移転を断念し、無条件撤去を求める意見書」

は、移転反対の市長が再選したが、県外移転が元に戻ってきた。政府は経

済的な懐柔を行ってきたが箱もの行政は通用しない。戦後沖縄に強制的に

基地を作ったが、今回の基地は新たに大きな基地となるものであり、納得

できず、基地の在り方を考えてほしい。 

３件目の「原発０を決断し、再生可能エネルギーの普及を求める意見書」

は、原発の在り方を見直そうという機運があったが、３月エネルギー基本

計画では原発中心となっている。電力は足りており、世界的動きとして再

生可能エネルギーに転嫁すべきであり議論してほしい。 

４件目の「集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」は、時の政権で専

守防衛権の考え方が変わるのは憲法が変わっていくことになる。集団的自

衛権は専守防衛に限られるものである。 

【竹内功治委員】  「労働者保護を前提とした労働者派遣制度改正を求める意見書」について、

現在雇用の在り方が政府内で議論されているが、問題点として解雇の金銭

解決制度により労働者が会社への復帰ができなくなる。またホワイトカラ

ー・イグゼンプション、日本語では労働時間規制適用免除制度と言い、事



務系の労働者がある程度一定の仕事をこなせば残業代をつけなくても良い

という制度で、能力にもよるが長く仕事をしても残業代がつかなくなる。

限定正社員制度という現地採用した社員は会社の都合で解雇できる制度な

ど、労働者にとって不利な制度となっている。政府内でのみ議論されてい

るが、労働政策審議会で議論されるべきという考えで意見書を提出した。 

【新美保博委員】  竹内功治委員の意見書は、どこからこうした意見が出てきたのか。 

【竹内功治委員】  労働組合関係者から出ている。 

【新美保博委員】  働く人がいて会社があり、企業が成り立っている。この意見は経営者側に

もこういう思いがあるのか、労働者にとって不利益だから第三者を入れた

協議会で議論してほしいということか。 

【竹内功治委員】  労働者が不利になる可能性があるので、労働者側から要請があった。 

【新美保博委員】  議員が何かやることなのか。議会が言う立場にあるのかなと思う。経営者

も市民であり、労働者も市民であり、お互いに納得して働いている。もう

少し違うところで政治が関わらなければならないと思う。今の説明だけで

は理解しにくい。 

【竹内功治委員】  説明が足りなかったが、今のままではこの制度が進められる方向で動いて

おり、それを少しでも止めたいという思いで意見書を出している。 

【久世孝宏委員長】 会派持ち帰りとし、３月２０日（木）の議会運営委員会で協議、結論を出

すこととする。 

了承 

 

４．平成２６年度予算説明会の開催について（別紙資料８） 

平成２６年２月２０日（木） 午前９時３０分～ 全員協議会室 

【久世孝宏委員長】 ２月２０日（木）の予算説明会は議長、市長の挨拶のあと順番に部長が説

明する。間に休憩をはさみ１１時半ごろの終了を予定している。 

了承 

 

５．議会会議規則の一部改正について 

【久世孝宏委員長】 以前に３月議会後の議会報告会から市議会だより編集委員会で担当するこ

とを確認したが、市議会だより編集委員長話し合った結果、市議会だより

編集委員は、元々議会報告会を担当することで選ばれた委員でないことか

ら、３月議会までは議会運営委員会で議会報告会を受け持つことで良いか。 

了承 

【久世孝宏委員長】 会議規則の改正については、議会報告会を市議会だより編集委員会で行う

ことを決定しており、半田市議会だより編集委員会の名称を半田市広報広

聴委員会へ変更し、委員会の目的の中に議会報告会の開催運営に関する事

項を加えるよう改正するもの。施行は５月１日で進めていく。 

了承 

【久世孝宏委員長】 ３月議会の市議会だよりに委員会変更の記事を載せられるか。 

【原田桂事務局長】 可能です。 

 

６．その他 

（１）代表質問、一般質問に係る答弁書の提供について 

【中村宗雄議長】  議会報告会の反省会の中で、議会の質問時に市側の答弁書があれば答弁後

の数値の確認等が減るという意見から市へ要望した。方法は各議員が質問

のために登壇する前に、演台の上に答弁書をあらかじめ置いてあり、質問

を終えて自席に戻る際必要ならば答弁書を持っていくこととする。 

また、市側からも２点要望があり、質問と答弁を噛み合わせるため、質問

原稿の提供を約束された議員は、約束した日に原稿を提供すること、約束



して提供した原稿を連絡もなく変更することはやめてほしいこと、この点

については、約束を守ってもらいたい。 

こちらかの要望としては、議場で質問と答弁の原稿を読み合わせるような

過度のヒアリングはやめてもらいたいとお願いした。 

【松本如美委員】  ヒアリング時には要約したものを出しており、読み原稿は質問当日までに

書いているためヒアリング時に間に合わない。また求められなければ出さ

なくて良いのか。 

【中村宗雄議長】  読み原稿を出せということではなく、約束して出さなかったり、出したも

のを勝手に変更したりすることはやめてほしいということ。 

【新美保博委員】  もともと読み原稿を渡す必要があるのか。 

【中村宗雄議長】  読み原稿を出すことは約束しておらず、出したくなければ出さなくても良

い、答弁書をもらうことを約束してもらった。 

 

（２）常任委員会での予算説明に係る説明原稿の提供について 

【中村宗雄議長】  決算審査時と同様、新年度予算の審査時においても市側の説明原稿を提供

してもらうことになった。あえて作成するものではないため、部署により

ないところもある。 

 

（３）議会運営委員会の開催について 

３月 ３日（月）本会議終了１５分後 議会会議室：（補正予算の審査結果等） 

３月２０日（木）  午後１時３０分 議会会議室：（新年度予算の審査結果等） 

【久世孝宏委員長】 ３月３日（月）の議会運営委員会は本会議終了１５分後に行い、補正予算

の審査結果の確認をする。３月２０日（木）午後１時３０分からの議会運

営委員会新年度予算の審査結果の確認、先ほどの意見書の協議を行うなど

となっている。 

了承 

 

（４）全員協議会の開催について 

２月２１日（金）午前９時３０分 全員協議会室 

３月２０日（木）午後３時００分 全員協議会室 

【久世孝宏委員長】 全員協議会の開催は、２月２１日（金）午前９時３０分からと、３月２０

日（木）午後３時から全員協議会室で開催する。 

了承 

 

（５）議会と退職職員との懇談会について 

平成２６年３月２５日（火）午後５時３０分 アイプラザ半田 

【原田桂事務局長】 ３月２５日（火）午後５時３０分から主幹以上の退職職員を招いて懇親会

を開催したい。市側の出席者は市長以下監以上の職員で参加費４，０００

円を予定しており、議員の方々の参加をお願いする。 

【久世孝宏委員長】 出欠の確認を会派で取りまとめ、３月１７日（月）までに会費を添えて事

務局まで連絡をお願いする。 

了承 

 

（６）農業経営士会との懇談について 

【久世孝宏委員長】 本日の議会運営委員会で開催方法、対応補法等、今後の取り扱いを協議す

ることとなっていたが、この議題については３月２０日（木）の議会運営

委員会で改めて協議することとしたい。 

了承 

【渡辺昭司副議長】 農業経営士会の新年会が１月にあり議長の代理として出席した。その中で



議会との懇談会を今後も続けていきたいとの話があった。 

 

（７）新庁舎建設工事「免震効果体験会」の開催について（別紙資料１１） 

平成２６年２月２８日（金）本会議終了後１５分 大会議室（庁舎南館３階） 

【原田桂事務局長】 新庁舎の建設工事も進んでおり、免震効果の装置を実際に体験できる体験

会が企画されている。２月２８日（金）本会議終了後に大会議室で開催さ

れる。ぜひ多くの議員に出席いただきたいと市側から案内があった。 

【久世孝宏委員長】 ２月２７日（木）までに会派ごとに参加の有無を事務局へ報告をお願いす

る。 

了承 

 

（８）その他 

【原田桂事務局長】 ①本日（２月１８日）開催の全員協議会には、議案書、予算書及び予算の

概要の持参をお願いする。 

会の開催前に、自衛隊経験者の臨時採用があり、本人からの挨拶を含め

紹介がある。また、前議長の石川英之議員に愛知県議長会からの感謝状

伝達式がある。 

②申し合わせにより、２月２０日（木）の議会初日はノーカーデーを実施

する。 

③３月１１日（火）建設産業委員会の予算審査時、東日本大震災の被害を

悼み、午後２時４６分頃黙とうを捧げる予定をしている。 

④３月８日（土）常滑競艇開設６０周年記念競走ＧⅠ、参加希望者は２月

２７日（木）までに事務局への報告をお願いする。 

⑤新美南吉記念生誕１００年事業の報告会が３月２８日（金）開催される。

報告会への出欠表を事務局へ提出いただきたい。 

【久世孝宏委員長】 第１２回市民と議会の集い（議会報告会）でいただいた質問、意見をまと

めたものをホームページに掲載している。現在まず発表するところまでこ

ぎつけているが、この中で議会として市側に申し入れるなどの意見があれ

ば提案してください。市民の意見を議会としてどう対応していくか知恵を

出してほしい。 


